
パブリック・コメントの際に公表した案からの変更点について 

 

２―３ 公立保育所の民営化（本編：２ページ・概要版：表面） 

変更箇所 変更前 変更後 変更理由 

〇今後の見込み 令和８年４月 45 か所 

（▲5か所 令和５年８月公表） 

令和９年４月 41 か所 

（▲4か所 令和６年８月公表） 

令和 10年４月 39 か所 

（▲2か所 令和７年８月公表） 

令和 13年４月 35 か所 

（令和８年度以降、▲4か所公表予定）  

令和８年４月 46 か所 

（▲4か所 令和５年８月公表） 

令和９年４月 42 か所 

（▲4か所 令和６年８月公表） 

令和 10年４月 39 か所 

（▲3か所 令和５年８月 （ か所） ・令和７年８

月（２か所）公表） 

令和 13年４月 35 か所 

（令和８年度以降、▲4か所公表予定）  

 

令和８年４月民間移管予定の小田町保育所の

移管延期に伴い箇所数を変更 

 

（参考：ホームページ） 

大阪市：大阪市立小田町保育所の民間移管につ

いて  （…>大阪市内の保育所・保育サービス>

保育所） 

 

 

５ 働きやすい職場環境づくり（本編：17 ページ・概要版：裏面） 

変更箇所 変更前 変更後 変更理由 

本市における保育

士のキャリアパス 

（吹き出し部分） 

保育所長の職務・職責の変化等に対応した魅力

あるキャリアパスを構築するため、組織体系や

保育所長の職階等の見直し（副所長の設置・ 保

育所長の職階を課長代理級に引上げ等）を検討

中 ※本市人事委員会勧告で意見あり 

保育所長の職務・職責の変化等に対応した魅力

あるキャリアパスを構築するため、令和８年度

から組織体系や保育所長の職階等の見直し（副

所長の設置・ 保育所長の職階を課長代理級に

引上げ等）を実施 ※本市人事委員会勧告で意

見あり 

職員の給与に関する条例の改正案が市会で可

決されるなど、当該見直しを実施するための必

要な手続きが完了し、令和８年４月より実施す

ることが確定したため。 

 

https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000661919.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000661919.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000661919.html

